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「あいち分権通信」は、地方分権改革・道州制に関する話題や愛知県の取組をお届けす

るものです。今回は、内閣府が実施する「提案募集方式」における本県の取組などを紹

介します。 

§ 目次 § 

 「令和４年の地方からの提案等に関する対応方針」が閣議決定されました・・P.１ 

 令和５年提案募集が始まりました！・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.４ 

「令和４年の地方からの提案等に関する対応方針」が閣議決定されました 

2022 年６月、全国 287 の地方公共団体等から、地方で生じている支障の解消を求める

提案 291 件が国に提出されました。以降、内閣府地方分権改革推進室の支援を受けなが

ら、提案実現に向けた関係府省との折衝が行われてきましたが、2022 年 12 月 20 日に、

提案に対する各府省の対応方針が閣議決定されました。今後は、決定された方針に基づ

き、住民や地方公共団体職員等にとって負担・不便だった国のルールが改善していくこ

とが期待されます。 

【愛知県、全国の提案状況】 

 提案総数 
提案の趣旨を 
踏まえ対応 

現行規定で 
対応可能 

実現不可 

その他 
(予算編成過程で

検討等、府省との
調整対象外案件) 

全国 ２９１ １９８ １５ ２２ ５６ 

愛知県 ６ ５ １ ０ ０ 
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【全国の提案状況（提案区分・担当府省別）】 

【愛知県の提案概要】 

提案事項 提案概要  対応方針概要 

都道府県健康増

進計画等におけ

る計画期間の見

直し 

都道府県健康増進計画（健康日本

21 あいち新計画）及び歯科口腔保

健の推進に関する基本的事項（愛

知県歯科口腔保健基本計画）につ

いて、計画期間を現行の 10 年間

から、他の関連計画の見直し時期

とずれが生じない 12 年間とする。  

政策的に関連の深い他の指針

や計画等の期間を踏まえ検討

し、2023 年春を目途に結論を

得る。その結果に基づいて速

やかに必要な措置を講ずる。 

   ［厚生労働省］ 

国民健康保険保

険者努力支援交

付金（事業費分）

の交付基準の明

確化及び様式の

見直し   

国民健康保険保険者努力支援交

付金（事業費分）について、事業

区分・対象経費・各事業の具体的

要件・評価指標の基準を明確化す

る。 

また、申請時の様式の記述方法を

定型化・選択式化する等、交付基

準を満たしていることが確認し

やすく、疑義の生じにくい申請方

式とするとともに、様式の簡素化

等により入力・確認作業の省力化

を図る。 

 

・当該交付金の交付基準の明確

化を図った上で、申請様式に

は可能な限り数式を活用する

こととし、その旨を地方公共

団体に通知する。 

・地方公共団体の的確な判断に

資するよう、Q&A の内容を充

実させ、2023 年度の申請に係

る事務連絡に併せて地方公共

団体に通知する。 

［厚生労働省］ 

 

(出典) 内閣府開催 

「都道府県・指定都市・中核市地方分権改革担当課長会議」資料 
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提案事項 提案概要 対応方針概要 

国民健康保険特

別調整交付金の

メニュー統合及

び交付申請の簡

素化  

 

 

 

国民健康保険特別調整交付金の

メニュー、申請書類を分野ごとで

統合する等、交付申請を簡素化す

る。 

2023 年度の申請に関するもの

から、当該交付金の事業内容

の統合及び交付申請様式の統

一化を図るとともに、パンフ

レットの紙面の面積による按

分はしないなど、交付額の算

定方法を簡素化し、その旨を

地方公共団体に 2022 年度中に

通知する。 

［厚生労働省］ 

国民健康保険療

養給付費等負担

金・普通調整交

付金の交付申請

額算定事務の簡

素化 

国民健康保険療養給付費等負担

金・普通調整交付金の交付申請額

算定について、過去に提出したデ

ータから自動計算されるように

する等の事務の簡素化を図る。 

市町村事務処理標準システム

において地方単独事業分を取

り込む仕様とすることについ

ては、市区町村の意見も踏ま

えつつ、2022 年度中に検討し、

その結果に基づいて必要な措

置を講ずる。 

［厚生労働省］ 

学校施設環境改

善交付金申請に

おける施設整備

計画作成の省略

化 

学校施設環境改善交付金を申請す

るために必要な施設整備計画の作

成について、長寿命化計画の策定

及び建築計画の提出で足りるもの

とする。 

・施設整備計画に関し、必須記

載項目の一部を任意記載項

目とするとともに、他の類似

計画からの引用を可能とす

るなど、必要な措置を 2022

年度中に講ずる。 

・建築計画については、需要調

査という目的に照らし、調査

項目を見直すなど、地方公共

団体の事務負担を軽減する

方策を検討し、2022 年度中に

結論を得る。その結果に基づ

いて必要な措置を講ずる。   

［文部科学省］ 

子ども読書活動

推進計画の上位

計画への統合  

子ども読書活動推進計画につい

て、地域の実態が反映されている

「教育振興基本計画」や自治体が

定める「総合計画」等の上位計画

への統合を可とする。 

地方公共団体の判断により、

他の計画をもって代えること

が可能であることを明確化

し、地方公共団体に 2022 年中

に通知する。 

［文部科学省］ 

詳細、本県の過去提案については、県地方分権 Web ページをご覧ください。 

 ▶ https://www.pref.aichi.jp/kikaku/bunken/torikumi/teianboshu.html 

内閣府作成の「提案募集方式データベース」では、年度や分野、提案団体別検索やキーワー

ド検索ができます。 

 ▶ https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/database.html 

https://www.pref.aichi.jp/kikaku/bunken/torikumi/teianboshu.html
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令和５年提案募集が始まりました！ 

2023 年の提案募集の実施について、2023 年 2 月 21 日（火）に内閣府地方分権改革推

進室より通知されました。募集概要は以下のとおりです。 

【募集期間】 

 2023 年２月 21 日（火）～５月 19 日（金） 

 ※提案にあたっては、内閣府への事前相談が必要です（４月 25 日（火）期限） 

【提案主体】 

 ①都道府県及び市町村（特別区を含む）②一部事務組合及び広域連合 

③全国的連合組織          ④地方公共団体を構成員とする組織（町村会等） 

【提案募集の対象】 

①地方公共団体への事務・権限の移譲 （例）農地転用許可の権限移譲 

②地方に対する規制緩和（義務付け・枠付け及び必置規制の見直し） 

※以下のような提案は上記①②に該当しないため対象外。  

国・地方の税財源配分や税制改正、予算事業の新設提案、国が直接執行する事業の運用改善等 

【重点募集テーマ】 

 内閣府では、類似する制度改正等を一括して検討するために、重点募集テーマを設定

しています。 

 ①連携・協働 

   地方公共団体において、団体内の各部局間、国や他の地方公共団体との間、事業

者や NPO 等と連携・協働を図ることにより住民サービスの向上に資する見直し 

 ②人材（担い手）確保  

地域住民の生活にとって重要な業務を担う人材を確保するための制度を整備するこ

とで住民サービスの質を維持・向上する見直し 

※ 募集の詳細は以下の内閣府地方分権改革推進室 Web ページをご覧ください。 
   https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/2023/teianbosyu.html 

【参考】おおまかな流れ 

 愛知県では、本制度を庁内職員に周知し、積極的に活用していく
ことで、制度改正等による県民サービスの向上や、事務改善による
職員の業務効率向上に取り組んでいきます。 

 ○ ホームページ 分権型社会に向けて  

URL https://www.pref.aichi.jp/kikaku/bunken/index.html 

地方分権や道州制について、愛知県の主張・取組など 

最新の動向を紹介していますので、ご覧ください。 

愛知県政策企画局企画調整部企画課  
2023年２月発行 
E-mail kikaku@pref.aichi.lg.jp 
TEL(052)954-6089（ダイヤルイン） 

 


